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[消費者庁創設に伴う室蘭市消費生活センターの対応]

①相談時間の延長10：00～16：00⇒9：00～17：00 ②センターを分庁舎から本庁舎へ移転⇒相談ブースの整備
③相談員の研修会への参加によるスキルアップ ④出前講座の拡充
⑤消費者ホットラインの開設 ⑥相談員の増４人⇒５人
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※０５７０－０６４－３７０（全国共通）　９：００～１７：００（Ｈ22.1開設）

　　室蘭市消費生活セン
ター

相談
消費者からの相談対応
事業者へのあっせん・交渉
各種研修への参加等により、相
談への対応力向上

出前講座
包括支援センターと合同やえみ
なメイトなど
・補助事業で整備したプロジェク
ターやスクリーンを活用

広報啓発
HP・町内会への回覧による周知
緊急の場合は、各新聞社への報
道依頼
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助言 交渉

情報提供

相談

あっせん交渉　※１

報告　※２

契約

助言

指導・勧告・公表

相談

指導・勧告・公表

消費者ホットライン(土・日・祝日)　※平日は室蘭市センターに接続

広報・啓発

消費者の年齢等状
況に応じて、センター

が直接交渉

室蘭市は国や道へ
の報告に個人情報

は含まない



1 消費生活相談件数

18年度 19年度 20年度
21年度
(12月末
現在)

食品部門 24 20 16 30

住居部門 45 73 38 34

被服部門 27 20 10 7

その他 585 492 349 301

計 681 605 413 372

2 不当請求・架空請求

18年度 19年度 20年度
21年度
(12月末
現在)

架空請求 45

不当請求 88

注）①架空請求：ある日突然、使った覚えのない有料サイトの利用料金等を請求してくる。

　　②不当請求：主に、有料サイト画面上で利用規約等の表示がなく、ワンクリックで

　　　いきなり利用料金が発生する。
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室蘭市消費生活センター　相談件数

229 164 94
※18～19年度は区分なし
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